
犬や猫など小動物について

事業系ごみ
ごみの分別・排出は排出者（事業者）の責任において適正に行ってください。

●不法投棄されたごみの中に、投棄者の名前や住所が分かるものがあった場合は、
現場をそのままにして、伊勢警察署（電話  20-0110）、ごみ減量課（電話  37-1443）
まで通報してください。

●ごみの投棄者が特定できない場合には、その土地の所有者・管理者でごみの処分
をしてください。
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